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陳情番号 ５ 付議年月日 ５ ． ６ ． １ ６  

件  名 
区画整理事業並びに新駅設置事業に関する協定について県議会の議決が必要だっ

たか否かの検証を求める陳情 

付 議 委 員 会 陳       情       者 

建設・企業常任委員会 
鎌倉市扇ガ谷４丁目６番６号 

岩 田   薫 

１ 陳情の要旨 

区画整理事業並びに新駅設置事業に関する協定について、地方自治法に基づく県議会の承認が

必要と考えるが、それを行わなかったことについて、検証するよう県議会に求める。 

２ 陳情の理由 

神奈川県は、令和３年３月30日、藤沢市、鎌倉市、独立行政法人都市再生機構と「村岡・深沢

まちづくりに関する基本協定」を締結している。これは、藤沢市村岡地区と鎌倉市深沢地区の区

画整理事業に関して、それぞれの役割を定めたものである。また、神奈川県は、令和３年２月８

日、藤沢市、鎌倉市、東日本旅客鉄道株式会社と「東海道本線大船・藤沢間村岡新駅（仮称）設

置に関する覚書」を締結し、令和４年３月28日、「ＪＲ東海道本線大船駅と藤沢駅間における村

岡新駅（仮称）の設置及び自由通路整備に関する基本協定」を締結している。こちらは、新駅の

基本設計及び工事の施行に関する費用の負担割合を定めた内容のものである。これらの「協定書」

「覚書」の締結は県議会に報告されたが、議決を経ていない。地方自治法は、第252条の２第１

項に「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体及び他の普通地方公共団体の区域における当

該普通地方公共団体及び他の普通地方公共団体の事務の処理に当たっての当該普通地方公共団

体との連携を図るため、協議により、当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体が連

携して事務を処理するに当たっての基本的な方針及び役割分担を定める協約（『連携協約』とい

う）を当該他の普通地方公共団体と締結することができる。」と定めている。同252条の２第２項

は「普通地方公共団体は、連携協約を締結したときは、その旨及び当該連携協約を告示するとと

もに、都道府県が締結したものにあっては総務大臣…に届け出なければならない。」とある。同

３項は「第１項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」

と規定している。神奈川県は、前記の「新駅設置の協定」「同覚書」の締結に関して、議会へは

建設・企業常任委員会での報告をしただけで、議決を経ていない。「まちづくりの協定」は議会

への報告もしていない。さらに「新駅設置の協定」「覚書」「まちづくりの協定」とも告示行為は

しておらず、大臣への届け出もしていない。県の都市計画課では「任意の協定」なのでこれらの

行為は必要なく、議決も必要ないとの見解である。果たしてそれで良いのか、議会として検証す

るよう求める次第である。 

前記の「新駅設置の協定」「覚書」は、予算の執行を伴うものである。神奈川県は新駅設置の

費用約150億円の30.0%である約45億円を負担することになる。「まちづくりの協定」は県の関わ

りについて「監督権限」のみで予算の負担は定めていないが、少なくとも「新駅設置の協定」「覚 

建陳第５号 ２－１  



 

書」は予算の執行を伴うものであるから、議会の承認が必要ではないかと考える。地方自治法第

252条の２の２第１項は共同して普通地方公共団体が事務を管理、執行する際に「協議会」を設

置できるとしている。前出の「新駅設置の協定」「覚書」「まちづくりの協定」に関しては「協議

会」を設置している。同条２の２第２項には協議会においても「告示」「大臣への届け出」の必

要性を定め、第３項には「議会の議決を経なければならない」との規定があるが、いずれも行っ

ていない。県議会としてこの手続きで良かったのか、検証するよう求めるものである。 
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陳情番号 ６ 付議年月日 ５ ． ６ ． １ ９  

件  名 ともしびショップ県庁店の復活を求める陳情 

付 議 委 員 会 陳       情       者 

厚 生 常 任 委 員 会 

藤沢市大庭５０６６－１ 湘南小糸６－１０６村田方 

障害児者の生活と権利を守る神奈川県連絡協議会 

代表 今 津 一 男 外２人 

陳情の趣旨 

 「ともしびショップ」は、障害者が働くことを実感し、仲間や地域の方々とのふれあいを通し

て、その自立と社会参加を実現していくために、神奈川県社会福祉協議会が認定している喫茶店

や売店です。「ともに生きる福祉社会づくり」を目指す「ともしび運動」の輪を地域に広げてい

くための一つの形として、平成元年（1989年）に第１号店の県庁店がオープンして以来、県内各

地の公共の建物や公園など、さまざまな場所に開設されています。 

 しかし、本年３月、採算が取れないとのことで県庁店が閉店となりました。「ともしびショッ

プ」は、特別支援学校の生徒にとって就労経験を広げる貴重な実習先ともなってきました。特に

喫茶業務は人気の職種であり、今回の閉店は、多様な就労経験の機会を確保する上でも、ともに

生きる共生社会を目指す上でも、大きな損失となります。 

 この４月には、「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例～ともに生きる社会を目指して～」

が施行されました。今後、条例に基づいて「基本計画」が策定されるとのことですが、条例が「施

策の推進にあたっては、障がい当事者とご家族の多様なニーズに対応できる受け入れ体制の更な

る整備・拡充、担い手となる人材の育成・確保と処遇改善、実効性を担保するための財政支援と

推進体制の機能強化に努めるとともに、諸情勢の変化に応じ、柔軟かつ果断に見直しを行うこと」

との意見を付して全会一致で可決されたことを踏まえ、今回の閉店を一事業者の問題とせず、県

として課題認識を持って取り組んでいただきたいと思います。 

 現在、県庁店跡地を障害福祉で活用するよう検討中とのことですが、以上を踏まえ、次のよう

に陳情いたします。 

 

陳情事項 

 ともしびショップ県庁店を、従来の喫茶店形式で復活させてください。 
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県内に住所を有しない陳情者から 

提出された陳情書（写） 
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